
 

 

 

 

 

 

鳥取看護大学・鳥取短期大学と鳥取県教育委員会との 

連携協定に基づく取組について 

 

鳥取看護大学・鳥取短期大学と鳥取県教育委員会とは７月２３日に協定を締結し、

様々な取組を連携して実施していくことを確認しました。その一環として、下記のと

おり鳥取短期大学と鳥取県立博物館との連携に向けた取組を行います。 

 

記 

 

 

１ 日 時  令和元年８月９日（金）午後１時から午後４時 

 

２ 場 所  鳥取県立博物館 

 

３ 来館者  鳥取短期大学 教員５名、学生７名程度 

 

４ 内 容  鳥取短期大学の学生に鳥取県立博物館の事業を理解していただくとと

もに、今後の連携事業実施に向けた意見交換を行う。 
  （１）館内の案内 

       （２）「アートとの遭遇」展（２階 第3展示室）の鑑賞及び博物館普

及事業の視察 

（３）ワークショップやコレクション宅配便等の実施に向けた連携事

業の意見交換 
 

５ その他  鳥取看護大学が実施している「まちの保健室」（８月２１日開催分）に

ついても中部の高校生が数名参加する予定です。 

 

＜参考＞ 

鳥取看護大学・鳥取短期大学と鳥取県教育委員会との意見交換会の概要 

 （１）日時  令和元年７月２３日 

 （２）議題  まちの保健室での連携について 

        県立博物館（県立美術館）との連携について 

        その他 

資  料  提  供 

令和元年８月７日 

担 当 課 

（ 担  当 ） 

教育総務課 

（清水） 

電  話 0857-26-7914 


